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ホ （略） ホ （略）

③ その他

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文

書については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして

取り扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆

Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にす

ることとし、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るもの

とすること。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付

書類等を求めないものとすること。 

（新設） 

⑼ 令和６年４月から５月までの取扱い

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改

正する告示（令和６年厚生労働省告示第 86 号）において、介護職員処遇

改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等

支援加算（以下「処遇改善３加算」という。）の一本化は令和６年６月か

ら施行されるところ、同年４月から５月までの間の処遇改善３加算の内

容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

（新設） 

２ 訪問型サービス費 

⑴ 訪問型サービスの意義について

指定相当訪問型サービスは、基準告示第３条に定めるとおり、その利

用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行

うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持又は向上を目指すものである。 

このため、訪問型サービスについては、指定訪問介護の「身体介護中心

型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化した区分を定めるとともに、

１回当たりの単位数については、高齢者の選択肢の拡大の観点から、一

部当該区分と同様の区分を設けているものであり、特に生活援助中心型

の単位数を算定するに当たっては、要支援者等のできることを阻害する

ことのないよう留意すること。 

なお、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位数

（以下この号において「通院等乗降介助」という。）は算定しないことと

し、通院等乗降介助以外のサービスの範囲については、訪問介護と同じ

２ 訪問型サービス費 

⑴ 訪問型サービスの意義について

注１の「訪問型サービス」については、「身体介護中心型」及び「生活

援助中心型」の区分を一本化することとする。ただし、訪問型サービスに

おいては、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位

数（以下この号において「通院等乗降介助」という。）は算定しないこと

とし、通院等乗降介助以外のサービスの範囲については、訪問介護と同

じ取扱いとする。 

介護保険法施行規則第140条の63の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
（令和３年３月19日老認発0319第３号） 抜粋

01211004
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取扱いとする。 

⑵ 月当たりの定額払いによる場合の訪問型サービス費の支給区分

訪問型サービス費については、月当たりの定額払い又は利用一回ごと

の出来高払いによることとし、このうち、月当たりの定額払いの算定に

関する取扱いは次に定めるところによる。 

・ あらかじめ、地域包括支援センター等による適切なアセスメントに

より作成されたケアプラン等において、サービス担当者会議等によっ

て得られた専門的見地からの意見等を勘案して、標準的に想定される

一週当たりのサービス提供頻度に基づき、訪問型サービス費イ⑴から

⑶までの各区分（以下この⑵において「支給区分」という。）を位置付

けること。

・ その際、１回当たりのサービス提供時間については、ケアプラン等

において設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じて必要

な程度の量を指定相当訪問型サービス事業実施者が作成する訪問型サ

ービス計画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数につ

いては、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて

変更されるべきものであって、当初の訪問型サービス計画における設

定に必ずしも拘束されるべきものではなく、目標が達成された場合は、

新たな課題に対する目標を設定し改善に努めること。

・ こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、ケアプラン等との

関係を十分に考慮し、地域包括支援センター等と十分な連携を取るこ

と。利用者の状態像の改善に伴って、当初の支給区分において想定さ

れているよりも少ないサービス提供になること、又はその逆に、傷病

等で利用者の状態が悪化することによって、当初の支給区分において

想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得るが、その

場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の

変更は不要である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分につい

ては、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分による

ケアプラン等及び訪問型サービス計画が定められることとなる。

⑵ 訪問型サービス費の支給区分

訪問型サービス費については、月当たりの定額払い又は利用一回ごと

の出来高払いによることとする。注１に掲げる各支給区分（訪問型サー

ビスⅠ～Ⅵ及び短時間サービスをいう。以下同じ。）のうち、月当たりの

定額払いの算定に関する取扱いは次に定めるところによる。 

・ あらかじめ、地域包括支援センター等による適切なアセスメントに

より作成されたケアプラン等において、サービス担当者会議等によっ

て得られた専門的見地からの意見等を勘案して、標準的に想定される

一週当たりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置付けること。

・ その際、１回当たりのサービス提供時間については、ケアプラン等

において設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じて必要

な程度の量を訪問型サービス事業者が作成する訪問型サービス計画に

位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数については、利用者

の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべ

きものであって、当初の訪問型サービス計画における設定に必ずしも

拘束されるべきものではなく、目標が達成された場合は、新たな課題

に対する目標を設定し改善に努めること。

・ こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、ケアプラン等との

関係を十分に考慮し、地域包括支援センター等と十分な連携を取るこ

と。利用者の状態像の改善に伴って、当初の支給区分において想定さ

れているよりも少ないサービス提供になること、又はその逆に、傷病

等で利用者の状態が悪化することによって、当初の支給区分において

想定された以上に多くのサービス提供になることがあり得るが、その

場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、月の途中での支給区分の

変更は不要である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分につい

ては、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分による

ケアプラン等及び訪問型サービス計画が定められることとなる。

⑶ 高齢者虐待防止措置未実施減算について

訪問介護と同様であるので、「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸

与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企

（新設） 

※老企36号第２の２の(10)【抜粋】
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場
合ではなく、指定居宅サービス基準第37条の２（指定居宅サービス等基準第39 条の
３において準用する場合を含む。） に規定する措置を講じていない場合に、利用者
全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のた
めの対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針
を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は
高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場
合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改
善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月
から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算
することとする。

01211004
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第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「老企第 36 号」とい

う。）第２の２の⑽を参照されたい。 

⑷ 業務継続計画未策定減算について

訪問介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の⑾を参照された

い。 

（新設） 

⑸ 指定相当訪問型サービス事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物等に居住

する利用者に対する取扱い

訪問介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の⒃を参照された

い。 

⑶ 訪問型サービス事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物

若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物等に居住する利用者に対す

る取扱い

訪問介護と同様であるので、「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸

与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12 年３月１日老企

第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「老企第 36 号」とい

う。）第２の２の⒁を参照されたい。 

⑹ 注 10 の取扱い

（略）

⑷ 注５の取扱い

（略）

⑺ 注 11 の取扱い

注 11 の加算を算定する利用者については基準告示第 18 条第３項に規

定する交通費に相当する費用の支払いを受けることはできないこととす

る。 

⑸ 注６の取扱い

注６の加算を算定する利用者については介護保険法施行規則等の一部

を改正する省令（平成 27 年厚生労働省令第４号）第５条の規定による改

正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号）（以下「旧基準省令」という。）

第 20 条第３項に規定する交通費に相当する費用の支払いを受けること

はできないこととする。 

⑻ 生活機能向上連携加算の取扱い

訪問介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の(22)を参照された

い。 

⑹ 生活機能向上連携加算の取扱い

訪問介護と同様であるので老企第 36 号第２の２の⒇を参照されたい。

⑼ 口腔連携強化加算について

訪問介護と同様であるので、老企第 36 号第２の２の(23)を参照された

い。 

（新設） 

⑽ 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処

遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

⑺ 介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支

援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。

※老企36号第２の２の(３)【抜粋】
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第105条 又は第105条
の３において準用する第 3 0 条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じ
た場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該
月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員
について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和７年３月31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防
止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算
は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

01211004
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※老企 36号第２の２の（16）【抜粋】 

指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注 12における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道

路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指定

訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路

を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

② 同一の建物に 2 0 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ （略） 

ロ この場合の利用者数は、 １ 月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計

を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問介護事業所が、第一号訪問事業（介護保険

法施行規則第 140条の 63 の 6第 1 項第１号）と一体的な運営をしている場合、第一号訪問事業の利用者を含めて計算すること。 

③～⑤ （略） 

⑥ 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定訪問介護事業所における 1 月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住す

る利用者を除く。以下同じ。）に提供されたものの占める割合が 100分の 90 以上である場合について 

イ 判定期間と減算適用期間 

指定訪問介護事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が

百分の九十以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算

を適用する。 

ａ 判定期間が前期（３月１日から８月 31 日）の場合は、減算適用期間を 10月１日から３月 31 日までとする。 

ｂ 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月 30 日までとする。 

なお、令和６年度については、ａの判定期間を４月１日から９月 30 日、減算適用期間を 11月１日から３月 31 日までとし、b の判定期間を 10 月１日から２月末日、減算適用期間を

令和７年度の４月１日から９月 30 日までとする。 

ロ 判定方法 

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90％以上である場合に減算する。 
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（具体的な計算式）事業所ごとに、次の計算式により計算し、90以上である場合に減算 

（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数 （利用実人員 ））÷（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提

供した利用者数 （利用実人員）） 

ハ 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月 15日までに、判定期間が後期の場合については３月 15日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、

次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果 9 0 ％以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。なお、9 0 ％以上でなかった場合についても、

当該書類は、各事業所において２年間保存する必要がある。 

a 判定期間における指定訪問介護を提供した利用者の総数 （利用実人員） 

b 同一敷地内建物等に居住する利用者数 （利用実人員） 

c ロの算定方法で計算した割合 

d ロの算定方法で計算した割合が 9 0 ％以上である場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由 

ニ 正当な理由の範囲 

ハで判定した割合が 9 0 ％以上である場合には、 9 0 ％以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事

が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的

な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。 

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。 

b 判定期間の１月当たりの延べ訪問回数が 200 回以下であるなど事業所が小規模である場合 

c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 
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※老企 36号第２の２の（23）【抜粋】 

口腔連携強化加算の取扱い 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 

② 口腔の健康状態の評価の実施にあたっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医療機関（以下｢連携歯科医療機関｣という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式６等により提供すること。 

④ 歯科医療機関への情報提供にあたっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれ

か又は両方に情報提供を行うこと。 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（｢リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）及び｢入院(所)中及び在宅等における療

養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方｣(令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的

に実施すること。 
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なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)について

は、令和３年３月 31 日において現に、当該加算の届出を行っている事業

所であって、報酬告示の別表単位数表の訪問型サービス費のヌの注に係

る届出を行っていないものにあっては、令和４年３月 31 日までの間は、

なお、従前の例により、当該加算の算定が可能である。 

（削る） ⑻ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

なお、訪問型サービス事業所における介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所におい

て特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。 

（削る） ⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算について

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

⑾ 支給限度額の取扱いについて

① 注９から注 11 まで及び介護職員等処遇改善加算は支給限度額管理

の対象外の算定項目とする。

② 注８により算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあた

っては、減算する前の所定単位数を用いることにする。

⑽ 支給限度額の取扱いについて

① 注４から注６まで、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇

改善加算は支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

② 注３により算定する場合であっても、支給限度基準額の算定にあた

っては、減算する前の所定単位数を用いることにする。

⑿ （略） ⑾ （略）

３ 通所型サービス費 

⑴ 通所型サービスの意義について

指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器

機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されているところであ

り、指定相当通所型サービスは、基準告示第 47 条に定めるとおり、その

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものであることを踏まえ、サービスの実施に当たって

は以下の点に留意すること。 

① 入浴介助は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴ができる

３ 通所型サービス費 

（新設） 




